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 第１章 計画の概要

第１章 計画の概要                 

 

１ 計画策定の趣旨 
近年、少子高齢化・核家族化の進行、経済の低成長、地域の連帯感の希薄化などにより、

子どもや家庭を取り巻く社会環境は大きく変化してきました。 

このような中、国では「エンゼルプラン」（平成６年）、「少子化対策推進基本方針」及び

「新エンゼルプラン」（平成 11 年）などにより、少子化対策を推進してきました。しかし、

出生率の低下は続いており、１人の女性が生涯に生む子どもの数の平均値である合計特殊

出生率は、平成 17 年に 1.26 と過去最低を更新しました。以後、横ばいもしくは微増傾向

が続いていますが、平成 25 年時点では、1.43 と依然低い水準で推移しています。このため、

子どもを安心して健やかに生み育てることのできる社会、子育てをする人が子育てに伴う

喜びを実感できるような社会を形成していくことが、より必要とされています。 

こうした少子化の流れを変えるため、平成 15 年７月には「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、この法律に基づき、松山市では、平成 17 年３月に「子どもの視点の尊重」、「す

べての子どもと家庭の支援」、「社会全体での子育ての支援」を基本理念とする「前期まつ

やま子育てゆめプラン」を策定しました。さらに、平成 22 年には、前期計画の成果や課題

を踏まえ、平成 22 年度から平成 26 年度を計画期間とする「後期まつやま子育てゆめプラ

ン」を策定し、地域での子育て支援や子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整

備などに努めてきました。 

そうした中、平成 24 年８月、子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法」「就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律」「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」）が成立し、

公布されました。子ども・子育て関連３法に基づく子ども・子育て支援新制度では「保護

者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識のもとに、幼児期の学

校教育及び乳幼児期の保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにしてい

ます。 

本計画は、これまでの次世代育成支援対策の取り組みの進捗状況、課題を整理し、子ど

も・子育て関連３法に基づき、平成 27 年４月から始まる子ども・子育て支援新制度を推進

するための事業計画として策定するものです。 
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 第６章 計画の推進に向けて

第６章 計画の推進に向けて             
 
１ 市民及び関係団体等との連携等 
（１）市民や関係団体等との連携 

子育てを社会全体で支援していくためには、行政だけでなく、家庭や地域、教育・保育関

係機関、企業などを含めて社会全体が連携することが必要です。 
本計画の推進にあたっては、認定こども園、幼稚園、保育所等をはじめ、地域型保育事業

及び地域子ども・子育て支援事業を行う事業者並びに関係団体・関係機関などとの連携を深

め、情報の共有化を図りながら、事業の推進・調整を行うとともに、家庭や地域、教育・保

育関係機関、企業、行政それぞれが、子育てや子どもの健全育成に対する責任や自ら果たす

べき役割を認識し、互いに協力しながら、子育て支援に関わるさまざまな施策を計画的・総

合的に推進します。 
 
（２）地域の人材の確保と連携 

子育てに関する市民の多様なニーズに対応するため、幼稚園教諭、保育士等の子育てに関

わる資格取得者だけでなく、ボランティアや子育て経験者、高齢者など地域のさまざまな子

育てを支援する幅広い人材の確保・育成に努めます。 
 
（３）市民・企業等の参加・参画の推進 

社会全体で子育てを支援するためには、市民や企業、関係団体の理解と協力が必要です。

本計画について広報等により市民等の理解を深めるとともに、ボランティア活動の活性化の

促進、市民参加型のサービスの拡充など、地域による取り組みを支援し、子育てしやすい環

境づくりに市民及び企業等の参加・参画を推進します。 
 
２ 計画の進捗状況の管理・評価 

本計画に基づく施策を推進するため、松山市子ども・子育て会議にて、毎年度事業計画に

基づく事業の実施状況（公立の教育・保育施設に係る施策も含む）や、これに係る費用の使

途実績等について点検・評価します。事業計画策定後には、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・

評価・改善）に基づき、計画の推進に努め、事業の進捗状況を管理・評価するにあたっては、

利用者の視点に立ち、個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価し、

施策の改善につなげます。 
なお、当初の計画に対して「量の見込み」や「確保方策」などに大きな開きが見受けられ

る場合には、中間年度（平成 29 年度）を目安として、計画の見直しを検討します。ただし、

見直しを行った後の事業計画の期間は、当初の計画期間（平成 31 年度）までとします。 
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